
市@Lアドレス、市役所の住所、連絡先などは27ページをご覧ください。
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後期高齢者医療制度のお知らせ
@I ①北海道後期高齢者医療広域連合　@　J011(290)5601
   ①②③市高齢者医療課          　@　J(32)6414    

（1）均等割の軽減
平成29年度から、均等割5割軽減・2割軽減の軽減判定所得が拡充され
ました
軽減割合 28年度まで 29年度から
5割軽減 33万円＋（26万5千円×世帯の

被保険者数） ⇒ 33万円＋（27万円×世帯の
被保険者数）

2割軽減 33万円＋（48万円×世帯の
被保険者数） ⇒ 33万円＋（49万円×世帯の

被保険者数）
（2）所得割の軽減
平成29年度から、所得割の軽減割合が「 5割」から「 2割」に変更されました

所得から33万円を引いた額が
58万円以下の方

28年度まで ⇒ 29年度から
5 割軽減 2割軽減

※被保険者個人の所得で判定します
（3）被用者保険の被扶養者だった方の軽減
平成29年度から、均等割の軽減割合が「 9割」から「 7割」に変更されました
後期高齢者医療制度に加
入したときに被用者保険
の被扶養者だった方

均等割
28年度まで

⇒
29年度から

9 割軽減 7割軽減

※ 所得の状況により、均等割の軽減割合が 9割、または8.5割に該当するこ
とがあります

※所得割に変更はありません
※ 被用者保険とは、協会けんぽなど、主にサラリーマンの方々が加入し
ている健康保険のことで、市町村の国民健康保険などは含まれません

①後期高齢者医療保険料について

29年度分の納入通知書を、 6月中旬に被保険者へ郵送しますので、納入
期限までに納めてください

②後期高齢者医療保険料の納入通知書を郵送します

8 月 1 日から使用する被保険者証と減額認定証（該当者のみ）を、 7月
下旬までに被保険者へ送付します。簡易書留での送付を希望する方は申
し込んでください
 申し込み方法 7 月 7 日㈮までに直接またははがき、封書（必着）で「簡
易書留希望」と明記し、住所、被保険者氏名（世帯に被保険者が複数い
る場合は全員）、電話番号を記入し高齢者医療課
※ 簡易書留郵便は受け取りの際に受領印が必要です。電話での申し込み
はできません

③「被保険者証と減額認定証」の簡易書留での送付を希望する方へ
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